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所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が
１
年
間
の
所
得
と

税
額
を
計
算
し
、
申
告
・
納
付
す
る
し
く
み
に
な

っ
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
が
必
要
な
人
で
、
期
限

ま
で
に
申
告
し
な
か
っ
た
り
、
誤
っ
た
申
告
を
す

る
と
、
延
滞
税
や
加
算
税
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

税
金
が
戻
り
ま
す

確
定
申
告
の
義
務
が
な
い
場
合
で
も
、
次
の
よ
う

な
人
は
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
得
税

が
戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
た
だ
し
、
源
泉
徴
収

税
額
が
あ
る
と
き
に
限
り
ま
す
。）

①
年
金
や
給
料
の
源
泉
徴
収
税
額
が
多
す
ぎ
る
人
や

退
職
等
の
た
め
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
人

②
給
与
所
得
の
あ
る
人
で
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控

除
、
寄
付
金
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

な
ど
を
受
け
る
人

③
所
得
が
少
な
い
人
で
、
配
当
所
得
、
原
稿
料
等
の

源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
収
入
が
あ
る
人

※
こ
う
し
た
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
は
、
申
告

期
間
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
早
め
に
税
務

署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

農
家
の
皆
さ
ん
も

収
支
計
算
が
必
要
で
す

「
野
菜
・
果
樹
な
ど
の
作
物
等
の
所
得
標
準
」
が

今
回
の
申
告
か
ら
廃
止
さ
れ
、
収
支
計
算
が
必
要
で

す
。
領
収
書
や
出
荷
伝
票
な
ど
を
も
と
に
、
収
支
内

訳
書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
!!

確
定
申
告
の
時
期
に
な
る
と
、
税
理
士
の
資
格
の

な
い
者
が
申
告
書
の
作
成
な
ど
を
請
け
負
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
「
に
せ
税
理
士
」
は
、
法
律
に
違
反
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
依
頼
者
に
迷
惑
を
か
け
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
会
場

期
間
中
、
税
務
署
で
は
申

告
の
会
場
を
開
設
し
て
い
ま

す
。（
土
・
日
曜
日
は
除
く
。）

ま
た
、
左
の
と
お
り
税
理

士
に
よ
る
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相談時間は、いずれも 10：00～12：00 13：00～16：00

月　　日 会　　　場 
2月18日㈪～3月5日㈫ 

（土・日曜日は除く） 

2月19日㈫・同20日㈬ 

3月　１日㈮ 

3月　4日㈪

彦 根 商 工 会 議 所  

稲 枝 商 工 会 館  

ＪＡ東びわこ河瀬支店 

高宮地域文化センター 

② 

河瀬地区公民館 

●コンビニ 

ガソリン 
スタンド● 

靴店● 

文 
河瀬小学校 

国
道
８
号

 

（河瀬出張所） 

N① N

稲枝支所 

南老人福祉　 
センター● 

ＪＡ● 

みずほ　 
文化センター● 

　稲枝地区 
●公民館 

文　稲枝中学校 

④ 

N

鳥居本地 
区公民館 

文 
鳥居本小 国

道
８
号

 

中
　
山
　
道 

名
神
高
速
道
路 

（鳥居本出張所） 

⑤ N

Ｊ
Ａ
● 

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
● 

●
駐
在
所 

文 
亀山小学校 保育園 

亀山出張所 

N

高宮地域 
文化センター 

銀行● 

●高宮郵便局 

●消防団 
　車庫 

国
道
８
号

 

中
　
山
　
道 

（高宮出張所） 

③ 
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２
月
18
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈮

市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は
、

２
月
18
日
㈪
か
ら
３
月
15
日
㈮
ま
で
で
す
。

期
限
が
近
づ
く
と
、
窓
口
が
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま
す
。

早
め
に
申
告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

市・県民税
の 申 告

所得税の
確定申告自

書
申
告
で
す

税
務
署
で
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ん
が
、

確
定
申
告
書
や
収
支
計
算
書
・
決
算
書
を

自
分
自
身
で
作
成
し
て
い
た
だ
く
よ
う
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。
申
告
書
は
前
年
の
控

え
や
「
確
定
申
告
の
手
引
き
」
な
ど
を
参

考
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
書
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

直
接
読
み
取
り
ま
す
の
で
、
折
り
曲
げ
た

り
、
汚
し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
源

泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類
は
申
告
書
の

第
二
表
の
裏
面
に
は
っ
て
く
だ
さ
い
。
決

算
書
な
ど
は
、
申
告
書
の
間
に
挟
み
込
む

か
、
ク
リ
ッ
プ
止
め
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
の
は

①
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
、
給
与

以
外
の
所
得
の
あ
る
人
（
市
・
県
民

税
申
告
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）

②
給
与
所
得
の
あ
る
人
で
、

（ア）
平
成
13
年
中
の
給
与
収
入
が
２
、０
０

０
万
円
を
超
え
る
人

（イ）
１
か
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人

で
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

（ウ）
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い

る
人
で
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

給
与
の
収
入
金
額
と
、
給
与
所
得
以

外
の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
人

定
率
減
税
実
施
中

平
成
13
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て

は
、定
率
減
税
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

計
算
時
に
は
控
除
も
れ
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

▽「
申
告
の
ご
案
内
」

▽
平
成
13
年
中
の
所
得
が
明
ら
か
に
な
る

よ
う
な
書
類
（
源
泉
徴
収
票
、
事
業
・

不
動
産
な
ど
の
収
支
明
細
書
、
支
払
調

書
な
ど
）

▽
所
得
控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
に
関
す

る
書
類
（
医
療
費
、
雑
損
控
除
の
対
象

と
な
る
各
種
領
収
書
、
生
命
保
険
や
損

害
保
険
の
支
払
証
明
書
）

▽
印
鑑

▽
配
偶
者
（
特
別
）
控
除
を
受
け
る
人
に

つ
い
て
は
、
配
偶
者
の
所
得
が
確
認
で

き
る
書
類
な
ど

▽
農
業
所
得
標
準
計
算
書
（
２
月
８
日
㈮

ま
で
に
送
付
し
ま
す
）

年
金
所
得
者
の
確
定
申
告
な
ど
、
簡
易

な
所
得
税
の
申
告
も
受
け
付
け
ま
す
。
た

だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
、
必
ず
税
務

署
で
申
告
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

▼
譲
渡
所
得
が
あ
る

▼
青
色
申
告
を
す
る

▼
初
め
て
事
業
所
得
を
申
告
す
る

▼
税
務
署
か
ら
申
告
書
が
送
付
さ
れ
た

申
告
の

ご
案
内

市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、

「
申
告
の
ご
案
内
」
を
郵
送
し
ま
す
。
申
告

書
は
、
申
告
の
受
付
会
場
に
用
意
し
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
場
で
作
成
で
き
ま
す
。

事
前
に
申
告
書
が
必
要
な
場
合
は
、

税

務
課
（
市
役
所
２
階
）、
支
所
・
各
出
張
所
へ

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
納
税
相
談
を
兼
ね
た
申
告
受

付
を
、
左
の
日
程
で
行
い
ま
す
。「
申
告

の
ご
案
内
」の
送
付
が
な
か
っ
た
人
で
も
、

最
寄
り
の
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告

（
こ
の
ペ
ー
ジ
下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
を

す
る
人
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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